茨城港常陸那珂港区における内航フィーダー輸出入コンテナ助成制度について
１　事業の概要

・対象荷主：茨城港常陸那珂港区において、内航フィーダー航路（常陸那珂港区～東京港・横浜港）を利用して輸出入を行った荷主
・対象期間：平成２３年１０月～平成２４年３月
・対象貨物：①新規荷主：新規コンテナ
　　　　　　　②既存荷主：（1０月～１２月）前年同期取扱量の１/３を上回るコンテナ
　　　　    　　　　　　　( １月～  ３月）前年同期取扱量の２/３を上回るコンテナ
　　　　　　※対象期間において貨物量が6TEU以上であること

・補助金額：１TEU当たり10,000円（１荷主50万円を限度）
※予算の範囲内での補助
　・申請窓口：常陸那珂港振興協会
２　事業の流れ

　　　　　　　　　　　　事業計画申請

　　　　　　　　　　事業者認定通知

　　　　　　　　　　変更申請（該当する場合）
交付申請兼実績報告

　　　　　　　　　　交付決定(確定)通知
　　　　　　　　　　　交付請求書

　　　　　　　　　　　　支払い
※ 事業計画申請の提出期日（第１次）：平成２３年１１月３０日

ただし，第１次の提出期日後に対象と見込まれる事業者は随時申請。

最終期日：平成２４年２月２０日【最終期日を延長しました】
　　●助成制度チラシ〔ＰＤＦ〕
●内航フィーダー輸出入コンテナ貨物利用促進事業補助金交付要項〔ＰＤＦ〕
●内航フィーダー輸出入コンテナ貨物利用促進事業補助金様式〔ＷＯＲＤ〕
■申請先、申請に関する問い合わせ先
　　常陸那珂港振興協会（(株)茨城ポートオーソリティ内）

〒319-1113　茨城県那珂郡東海村照沼768-27

　　　　　　　　　TEL　029-264-2504　FAX　029-264-2503

※ホームページから申請書等をダウンロードできます。

　　　http://www.ipac-web.jp/
■助成制度に関する問い合わせ先
　　茨城県土木部港湾課港湾経営室　港湾振興担当　

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

 　　　　　TEL 029-301-4536　FAX 029-301-4538

　　　　　　　　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class07/






































































































常陸那珂港振興協会





荷　　　　　主

















































































































